


不動産は、人間が利用してはじめて価値が生まれます。心をこめて適正
な価値を判断し、最適な活かし方を考える。人と不動産のよりよい関係
をつくることが、不動産鑑定士の仕事です。
不動産の鑑定評価が必要とされる場面としては、次のようなものがあげれられます。

大切なことを気軽に相談できる、 それが不動産鑑定士です。

不動産の売買・交換をしたい
土地や建物を売りたい、買いたいときには、不

動産の適正な価格を知ることが大切です。また

物件を交換するとき、その交換資産の評価を適

正に行なわないと紛争を生ずる可能性がありま

す。事前に鑑定評価をすることで、安心して取

引をすすめられます。

不動産を賃貸借したい
地代、家賃の設定や改定には、誰もが納得
のいく賃料にすることが必要です。このほ
か、契約更新料、名義書換料なども鑑定評
価の対象。また、借地権、借家権などの権
利関係にも鑑定評価がお役に立ちます。

相続などの適正評価を
相続のとき一番問題になるのが、土地・建
物の適正な価格です。鑑定評価をすること
によって、公平な相続財産の分配ができ、
節税にもつながります。

不動産を担保にしたい
土地や家を担保にしてお金を借りる場合、
または貸す場合には、資産価値がはっきり
していることが絶対条件です。

●
都
民
ク
ラ
ブ
●

不
動
産

不動産鑑定士の仕事
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大切なことを気軽に相談できる、 それが不動産鑑定士です。

不動産の証券化
不動産を裏付けとする証券化商品に機関投
資家等が投資する場合や、特定目的会社に
金融機関が融資する場合、その不動産から
どれくらいの収益が期待でき、将来の適正
な売却可能価格を知る必要があります。

国際的な新会計基準に対応
国際的な会計ルールの流れのなかで、企業
の財務状況を適切に開示するため、保有す
る不動産の市場価値を表示することは緊急
課題となっています。とくに減損会計への
対応等、健全な企業会計をお手伝いいたし
ます。

会社更生法等
経済的に窮境にある株式会社について事業
の維持更正を円滑に行うため、更正会社の
資産状況を正確に把握する作業が求められ
ます。

新しいスタイルの
不動産活用ノウハウ
共同ビル建築に当たっての権利調整や、定
期借地権制度を活用した住宅開発など、私
たちは不動産活用に関して新たな手法によ
る総合的な「まちづくり」のお手伝いをい
たします。
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ち ょ っ と 教 え て
広報委員　遠山  雄大・四方田  修

このコーナーは、不動産の鑑定評価にあまりなじみのない方を対象に、一般の都民の皆

様からの素朴な質問、疑問点をＱ＆Ａ形式でとりまとめたものです。

高級住宅地の基準は人によって様々ですが、東京でいうと田園調布、成城、
松濤、広尾等が有名です。高級住宅地と呼ばれる地域の多くは、街区が綺麗に
整備されていて、良好な居住環境が保たれています。高級住宅地では良好な住
環境を維持するために、様々なその地域独自のルールが存在し、建築規制が厳
格化されています。

例えば、田園調布の一部のエリアには、「大田区田園調布地区地区計画」とい
う規制があり、建物の用途制限、最低敷地面積（165平米以上）、建物の高さの
最高限度（9m）、壁面の位置の制限（道路から2m以上）、外壁の色、垣や柵の
構造に至るまで、厳しく制限されています。このように、一般の法律とは別に、

A

高級住宅地の建築規制及び鑑定評価

69 かんてい・TOKYO 2016. 7. No.89

この前テレビで芸能人や著名人が住んでいる事も多い高級住宅地の特

集を見ました。高級住宅地では、建物を建てる時に守らなければなら

ないルールみたいなものがあるのでしょうか？

Q
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地域独自のルールが設けられている他、地域住民等が主体となって建築協定を
定めている高級住宅地もあります。

高級住宅地において土地を取得する時は、自分の希望通りの建物の建築が可
能かどうかを確認することが大切です。

Tokyo Association of Real Estate AppraisersREA TOKYO

かんてい・TOKYO 2016. 7. No.89 7069 かんてい・TOKYO 2016. 7. No.89

高級住宅地の鑑定評価を行う場合に、普通の住宅地の鑑定評価となに

か違いはあるのですか？Q
高級住宅地の場合、最寄り駅や商業施設への接近性等の生活利便性よりも、日当た

りや眺望、騒音の程度、道路配置の状況等、居住の快適性が重要視されることから、
これらの価格形成要因に着目して評価を行うとことになります。重視する価格形成要
因が普通の住宅地と異なるので、高級住宅地の評価を行う場合の取引事例の収集範囲
としては、評価対象地と同じ高級住宅地域や他の類似の高級住宅地域など、比較的狭
いエリアで探す事になります。

次に建物の評価についてですが、高級住宅地では自分の好きな建物を建てて住みた
いという人が多く、「建物付きの物件を買っても建物を取り壊す人が多い」、「建物が
あると売れにくいから建物の取り壊し費用の分だけ値引きして売りに出している」と
いう話もよく耳にします。

したがって、最有効使用を前提とする鑑定評価の観点からは、築年数がまだ比較的
浅い建物であっても、取り壊すことが合理的と判断される場合もあります。

このように鑑定評価は、その不動産の需要者の目線に立って行うものであるため、
その不動産がどのような地域に存するどのような土地（又は建物）で、誰がその不動
産の需要者になり得るのか等を十分に分析することが非常に重要となります。

銀杏並木の住宅地（田園調布）
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借地上の建物が隣家からの失火により全焼してしまいました。借地権は

どうなるのでしょうか？Q

A 火災による焼失、地震による倒壊、または自ら取壊した等の理由の如何を問
わず、建物がなくなることを滅失と言います。借地権を第三者に認めさせるに
は、借地権の登記または借地上の建物の登記が必要ですが、通常地主が借地権
の登記を認めることはないため、借地上の建物の登記が第三者対抗要件となり
ます（借地借家法第10条第1項）。登記した建物が滅失した場合、第三者対抗要
件がなくなりますので、仮に地主が土地を第三者に譲渡すると、借地権を失う
ことになりかねません。

そこで、借地借家法10条2項は例外規定として、滅失があった日、建物を新た
に築造する旨等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、建物の登記と同
じ効力を有すると定めています。但し、建物の滅失があった日から２年以内に
建物を新たに築造し、登記する必要があります。

建物の再建築に当たっては、地主の承諾を得られれば問題ありませんが、そ
うでない場合、借地権が成立した時期により、取り扱いが異なります。

平成4年7月31日以前に成立した借地権については、旧借地法が適用され、借
地契約の残存期間を超えて存続すべき建物の築造に対して、地主が遅滞なく意
義を述べなければ、建物滅失の日から堅固建物については30年、非堅固建物に
ついては20年、それぞれ期間が延長されます。地主が異議を申し立てた場合、
期間は延長されませんが、本来の期間満了までは借地権が存続し、期間満了時
に更新の可否について判断されることになります。

平成4年8月1日以降に成立した借地権については、借地借家法が適用され、契
約当初の借地権が存続している場合と、既に更新されている場合で、取り扱い
が異なります。

当初の借地権が存続している場合は、旧借地法の場合と同様に、借地権は期
間満了まで存続し、期間満了時に更新の可否について判断されることになりま
す。

一方、当初の契約が更新されている場合には、残存期間を超えて存続すべき
建物を築造する場合は、原則地主の承諾が必要となります。承諾を得ないで建
物を建てた場合、地主は地上権の消滅請求権や賃貸借の解約権を行使する可能
性があります。但し、地主の承諾を得られない場合であっても、裁判所が地主
の承諾に代わる許可を与える制度が定められています（借地借家法18条）。

今年の4月に起きた熊本地震では、多くの建物が倒壊し、大きな被害をもたら
しましたが、このような大規模災害の場合、大規模な災害の被災地における借
地借家に関する特別措置法（被災借地借家法）等の特別法が適用され、建物賃
借人が一定の保護を受けることが出来ることがあります。なお、平成28年5月末
時点で、熊本地震への被災借地借家法の適用の有無は未定です。

借地権と火災による建物の滅失
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2016年4月の熊本地震で被害を受けた住宅と道路
© 熊本素材写真アーカイブス「キロクマ！」
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たとえば、こんなとき…
●土地・建物の相場・動向を聞きたい
●借地・家賃・更新料などのトラブル
●不動産売買・賃貸用不動産についての　
アドバイスを受けたい

●遊休土地の活用についてのヒントがほ
しい

●道路、相隣関係、補償問題、相続関
係、その他、不動産の悩みの解決策
について知りたい

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会　

ホームページアドレス　http://www.tokyo-kanteishi.or.jp/

相談日

毎月第１・第３水曜日
（当日が祝祭日の場合は翌日、1月と5月の第1
水曜日は休止）
午後1時 〜（受付：午後１2時30分〜3時30分）
詳しい日程はホームページをご覧ください

場　所

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会
東京都港区虎ノ門３丁目１２番１号
ニッセイ虎ノ門ビル６階
ＴＥＬ（０３）５４７２−１１２０　
予約不要 当日直接お越しください

不動産のことでお困りの方は
専門家の不動産鑑定士不動産鑑定士による

定 例 無 料 相 談 会定 例 無 料 相 談 会
へお気軽にお越しください。

【アクセス】
●東京メトロ日比谷線
神谷町駅から徒歩２分

●東京メトロ銀座線
虎ノ門駅から徒歩８分
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定例無料相談会ご相談件数及びご来客数
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今後の日程
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公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会の現在
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この夏の一大イベントといえば、やはりリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックではないで

しょうか。オリンピックの楽しみ方は人それぞれですが、私は期間中、あらゆる競技のにわかファンと

化して、目一杯テレビ観戦を楽しむ派です。

開幕前に各競技の放送時間や出場選手をチェックしたり、同じくオリンピック好きの友人と、週末寝

ずにひたすらテレビ観戦を続ける「オリンピック観戦会」を開催するのも楽しみのひとつです。

オリンピックファンが一番頭を悩ませるのは、やはり「寝るべきか寝ざるべきか」問題ではないでし

ょうか。連日、競技が深夜にさしかかると、見たい、でも寝ないと明日がつらい…、そんな思いに心揺

れながら、結局は最後まで見てしまうというのが私の

いつものパターンです。録画で見ればいいのですが、

やはり生放送で金メダルの瞬間を見ることができた時

の感動は、録画で見た時の比ではありません。今回は

地球の裏側での開催ということで、時差を考えるとテ

レビ観戦もなかなか体力勝負になりそうですが、開幕

までに体調を万全に整えて備える所存です。

そして４年後には、東京に聖火がやってきます。そ

の時自分がどのように自国開催のオリンピックを楽し

むのか、そちらも今から楽しみです。

（事務局　城坂明日美）

REA TOKYO
Tokyo Association of Real Estate Appraisers
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公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の
広報キャラクターが誕生しました！

特報！
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東京フォト遺産
（２）

明治三十三年  列国公館

【独逸公使館】
独逸公使館は麹町永田町一丁目
にあり、外観はさほどでもない
がその内部の装飾は美しさを極
めたものであるという。独逸は
その力を東洋に向けることにお
いては新進の国で、貿易額は英
国の次であるが、年々増加しつ
つある。独逸の東洋における経
営企画の多くがこの館のなかで
なされることをおもえば、見え
ざる偉容が迫ってくる。

【英国公使館】
千代田城のほとり、半蔵門外
にある。各国公使館中最も宏
壮な邸宅であり、さすがは大
英国の東洋における勢力を誇
示してあまる。

【清国公使館】
霞ヶ関の坂路を上り、右に有
栖川宮邸（旧邸）を見てさら
に進んだあたりに位置する。
門内では弁髪漢服の二、三人
が 歩 い て い る 。 館 内 に 住 む
人々の多くが貴官であり、そ
の服装は立派で美しい。

【露国公使館】
虎ノ門内帝国議会議事堂の後
ろに位置する。露国は世界一
の領土を誇り、その勢力は英
国とともに世界を二分する。

（画像、文章とも明治33年刊『日本之名勝』瀬川光行編より）
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公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会
http://www.tokyo-kanteishi.or. jp/

「かんてい・TOKYO」では下記のテーマで原稿を募集しております。
多くの会員の皆様の投稿をお待ちしております。

いざ！執筆 。

新規開業の名刺替わりに　　　→【ニューフェイス】

新人鑑定士にエールを贈る！　→【私の修行時代】

教えてあげたいとっておきネタ→【ビジネスお役立ち情報】

趣味は明日への活力　　　　　→【マイ・ホビー】

私の愛読書はこれ →【マイ・ライブラリー】

→ 詳しくは本誌66ページをご覧下さい。

会員の皆様の投稿記事大募集！
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